
 

議案第１１６号 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

平成２３年９月７日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１９５号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影

響調査） 

（一般廃棄物処理施設の設置等に係る生活環境影

響調査） 

第４６条 市長は、市が設置する法第８条第１項に

規定する一般廃棄物処理施設の設置又は当該一般

廃棄物処理施設に係る法第９条の３第８項に規定

する変更（以下「対象施設の設置等」という。）

に当たっては、同条第１項に規定する周辺地域の

生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生

活環境影響調査」という。）を行い、当該生活環

境影響調査の結果を記載した書類（以下「調査書

」という。）を作成するものとする。 

第４６条 市長は、市が設置する法第８条第１項に

規定する一般廃棄物処理施設の設置又は当該一般

廃棄物処理施設に係る法第９条の３第７項に規定

する変更（以下「対象施設の設置等」という。）

に当たっては、同条第１項に規定する周辺地域の

生活環境に及ぼす影響についての調査（以下「生

活環境影響調査」という。）を行い、当該生活環

境影響調査の結果を記載した書類（以下「調査書

」という。）を作成するものとする。 

  

（調査書の縦覧） （調査書の縦覧） 

第４７条 市長は、法第９条の３第２項（同条第９

項において準用する場合を含む。）の規定により

調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、そ

の旨を公告し、当該公告の日から１月間、当該公

告において指定する場所で縦覧に供するものとす

る。 

第４７条 市長は、法第９条の３第２項（同条第８

項において準用する場合を含む。）の規定により

調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、そ

の旨を公告し、当該公告の日から１月間、当該公

告において指定する場所で縦覧に供するものとす

る。 

  

別表第３（第３２条関係） 別表第３（第３２条関係） 

 



 

区分 基準 金額 

１～８ ［略］ 

９ 法第９条の２の

４第１項の規定に

よる熱回収施設の

設置者の認定の申

請に対する審査 

１件につ

き 

３３，０００

円

１０ 法第９条の２

の４第２項の規定

による熱回収施設

の設置者の認定の

更新の申請に対す

る審査 

１件につ

き 

２０，０００

円

１１ ［略］ 

１２ ［略］ 

１３ ［略］ 

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

２１ ［略］ 

２２ ［略］ 

２３ ［略］  

２４ ［略］ 

２５ ［略］ 

２６ 法第１５条の

２の６第１項の規

定による産業廃棄

物処理施設の設置

の許可に係る事項

の変更の許可の申

請に対する審査 

   

⑴・⑵ ［略］  ［略］ ［略］ 

２７ 法第１５条の

３の３第１項の規

定による熱回収施

設の設置者の認定

の申請に対する審

査 

１件につ

き 

３３，０００

円

２８ 法第１５条の

３の３第２項の規

定による熱回収施 

１件につ

き 

２０，０００

円

区分 基準 金額 

１～８ ［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ ［略］ 

１０ ［略］ 

１１ ［略］  

１２ ［略］ 

１３ ［略］  

１４ ［略］ 

１５ ［略］ 

１６ ［略］ 

１７ ［略］ 

１８ ［略］ 

１９ ［略］ 

２０ ［略］ 

２１ ［略］  

２２ ［略］ 

２３ ［略］ 

２４ 法第１５条の

２の５第１項の規

定による産業廃棄

物処理施設の設置

の許可に係る事項

の変更の許可の申

請に対する審査 

    

⑴・⑵ ［略］ ［略］ ［略］ 

 

 

 

 

 

  

   

 



 

設の設置者の認定

の更新の申請に対

する審査 

 

２９ ［略］ 

３０ ［略］  

  

２５ ［略］ 

２６ ［略］  

  

附 則 

この条例は、平成２３年１１月１日から施行する。ただし、第４６条及び第４７条

の改正並びに別表第３の改正（「第１５条の２の５第１項」を「第１５条の２の６第

１項」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

 


